
確 約 書 

 

 

 令和  年  月  日 

 

 （あて先）京田辺市長 上 村  崇 

 

 

 

 建築主 住所                 

 

     氏名                 

 

 

 

 今般、京田辺市              番地  において、        を

建築しますが、建築基準法第４２条第２項の規定に基づき、敷地の道路後退部分の用地に

ついては、土地利用（門、塀等の設置を含む。）しません。 

 また、将来、道路拡幅事業が実施される際には、事業に協力します。 

 


